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入札説明書 
 

「 令 和 ８ 年 度 公園 便所 清 掃 業務 委 託」に係 る 制 限付 一 般 競 争入 札 に つい て は 、

関 係 法 令 に 定 める もの の ほ か 、 こ の入 札説 明 書 によ る もの とす る 。  

な お 、 この 入 札は 、入 札 参 加資 格 の最 終確 認 を 開札 後 に行 う 入 札 参 加資 格 事

後 審 査 方 式 に より 行う 。  

 

 

１  入 札 公 告 日   

令 和 8年 2月 19日 （ 木）   

  

２  業 務 概 要  

(1)  委 託 件 名     令 和８ 年 度 公園 便 所清 掃業 務 委 託  

(2)  履行場所      福岡市管内 

(3)  業務内容      公園便所の清掃及び管清掃、トイレットペーパー補充交換 

(4)  履行期間      令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

(5)  予定価格         113,966,600円（税込） 

(6)  最低制限価格      100,290,608円（税込） 

 

３  入 札 に 参 加す る者 に 必 要な 資 格  

次 の 各 号 に 掲 げる 資格（ 以下「 入 札参 加資 格 」と い う。）を す べ て 満た す 者で

あ る こ と 。  

(1)  「 地 方 自治 法 施行 令第 167条 の 4」 に該 当す る 者 でな い こと 。  

   ＊ 共 同 企 業 体 や 協 同 組 合 等 に お い て は 、 全 て の 構 成 員 が 該 当 し な い こ と  

(2)  「 福 岡 市競 争 入札 有資 格 者 名簿 （ 建築 物清 掃 ） 」に 登 録さ れて い る 者で

あ る こ と。  

＊共同企業体や協同組合等においては、全ての構成員が登録されていること 

(3)  こ の 入 札の 公 告日 から 落 札 者決 定 の日 （落 札 者 がな か った とき は 、 この

入 札 の 終了 を 宣言 した 日 ） まで の 間に 、 本 市 か ら福 岡 市競 争入 札 参 加停

止 等 措 置要 領 （以 下「 措 置 要領 」 とい う。 ） に 基づ く 競争 入札 参 加 停止

の 措 置 又は 排 除措 置を 受 け てい る 期間 があ る 者 でな い こと 。  

＊ 共 同 企 業 体 や 協 同 組 合 等 に お い て は 、 全 て の 構 成 員 が 該 当 し な い こ と  

(4)  こ の 入 札の 公 告日 から 落 札 者決 定 の日 （落 札 者 がな か った とき は 、 この

入 札 の 終了 を 宣言 した 日 ） まで の 間に 、 措 置 要 領別 表 第 1、第 2及 び 第 3

の 各 号 に規 定 する 措置 要 件 に該 当 しな い者 で あ るこ と 。  

＊ 共 同 企 業 体 や 協 同 組 合 等 に お い て は 、 全 て の 構 成 員 が 該 当 し な い こ と  
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(5)  会 社 更 生法 に 基づ く更 生 手 続開 始 の申 立て が な され て いる 者（ 更 生 手続

開 始 の 決定 が なさ れ 、競 争入 札 参加 資 格の 再 認 定を 受 けた 者を 除 く。）、

民 事 再 生法 に 基づ く再 生 手 続開 始 の申 立て が な され て いる 者（ 再 生 手続

開 始 の 決定 が なさ れ 、競 争入 札 参加 資 格の 再 認 定を 受 けた 者を 除 く。）、

破 産 法 に基 づ く破 産手 続 開 始の 申 立て がな さ れ てい る 者又 は会 社 法 に基

づ く 特 別清 算 開始 の申 立 て がな さ れて いる 者 、 手形 交 換所 によ る 取 引停

止 処 分 を受 け てい る者 そ の 他の 経 営状 態が 著 し く不 健 全で ある と 認 めら

れ る 者 でな い こと 。  

＊ 共 同 企 業 体 や 協 同 組 合 等 に お い て は 、 全 て の 構 成 員 が 該 当 し な い こ と  

(6)  市 税 を 滞納 し てい る者 で な いこ と 。  

＊共同企業体や協同組合等においては、全ての構成員が滞納していないこと 

(7)  福 岡 市 内に 本 社を 有し て い る者 で ある こと 。  

   ＊共同企業体や協同組合等においては、全ての構成員が福岡市内に本社を有していること  

(8)  法 人 で ある こ と。  

   ＊ 共 同 企 業 体 に お い て は 、 全 て の 構 成 員 が 法 人 で あ る こ と  

(9)高 圧 洗 浄車 等 の機 械 を 用い て 速や かに 管 清 掃を 行 える 体制 を 確 保で き 、

ま た 、 機械 の 使用 にあ た っ ては 「 産業 洗浄 （ 高 圧洗 浄 作業 ）安 全 衛 生管

理 指 針 （ (公社 )日 本洗 浄 技 能開 発 協会 ）」 に 定 めら れ てい る「 高 圧 洗浄

作 業 者 教育 」 の修 了者 、 あ るい は 「産 業洗 浄 （ 高圧 洗 浄作 業） 技 能 士」

の 資 格 を有 す る者 を 適 切 に 配置 で きる 者で あ る こと 。  

(10)令 和 7・ 8・ 9年 度 競 争 入札 参 加資 格審 査 申 請時（追 加 申請 に お いて は 、当

該 申 請 時） に 提出 され た 建 築物 清 掃に 係る 年 間 平均 実 績高 が 11,300万 円

以 上 の 者で あ る こ と。  

＊共同企業体や協同組合等においては、構成員の合計として条件を満たすこと 

(11)平 成 27年 4月 1日 以 降 に 次の い ずれ かの 建 築 物清 掃 の履 行実 績 を 有す る 者

で あ る こと （ 完了 した も の に限 る 。） 。 履 行 実 績に は 、 指 定管 理 業 務の

履 行 実 績を 含 む（ 履行 証 明 書に て 当該 指定 管 理 業務 の うち 、 建 築 物 清掃

に 係 る 金額 が 確認 でき る こ と。 ） 。  

① 本 市 （市 長 事務 部局 ・ 水 道局 ・ 交通 局・ 教 育 委員 会 ・ 福 岡市 外 郭 団体 ）

か ら 直 接請 け 負っ た 1件 あ た り 5,600万 円以 上 の 履行 実 績。  

② 国 ま たは 地 方公 共団 体 そ の他 公 共団 体も し く は民 間 企業 から 直 接 請け

負 っ た 1件 あた り 11,300万 円 以 上の 履 行実 績 。  

＊共同企業体や協同組合等においては、構成員の合計として条件を満たすこと 

(12)共 同 企 業 体は 、 公 園 便 所清 掃 業務 委託 共 同 企業 体 取扱 要領 （ 別 紙 １ ） の   

定 め に よる 、 協定 を締 結 し てい る こと 。  
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４  設 計 図 書 の配 布  

 設 計 書 、 仕 様書 及び 委 託 説明 書 （以 下「 設 計 図書 」 とい う。 ） を 以下 の とお

り 配 布 す る 。  

(1)  配 布 期 間    

入 札 公 告の 日 から 令和 8年 3月 3日 （ 火 ）ま で  

平 日 の 午前 10時 か ら午 後 4時 ま で（ 正 午か ら 午 後 1時の 間 は除 く 。 ）  

(2)  配 布 場 所  

福 岡 市 中央 区 天神 一丁 目 8番 1号  

福 岡 市 住宅 都 市 み どり 局 み どり 推 進 部 みど り 整 備課 （ 市役 所 4階 ）  

 

５  委 託 内 容 に関 する 質 問 につ い て  

委 託 内 容に 関 する 質問 に つ いて は 、 質 問書 に よ るも の とし 、 質 問 書 の様 式 は

任 意 と す る 。 なお、共同企業体や協同組合等については、質問書の発信者は構成員の連名

とすること。質 問 書 の提 出 は Eメ ール に よる も の とし 、これ 以外（ 郵 送や 電 話な ど）

に よ る も の は 認め ない 。  

(1)  受 付 期 間  令 和 8年 2月 20日 （ 金 ） から 2月 27日 （ 金 ） 午後 5時 ま で  

(2)  受 付 場 所  提 出先  福 岡 市 住宅 都 市 み どり 局 み どり 推 進 部 みど り 整 備課  

        Eメ ー ル ： midoriseibi.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 

        なお 、 電 話及 び 口頭 での 質 問 には 対 応し ない 。  

(3)  質 問 書 に対 す る回 答開 始 期 限  

質 問 書 に対 す る回 答を 令 和 8年 3月 3日（火 ）ま で に 、福 岡 市ホ ー ム ペー ジ

に お い て随 時 公開 を開 始 す る。 な お 、 電話 及 び 口頭 で の回 答な ど 個 別に

は 対 応 しな い 。  

 

６  入 札 参 加 資格 確認 申 請  

こ の 入 札に 参 加し よう と す る者 は 、 ３ に掲 げ る 入札 参 加資 格を 有 す るこ と を

証 明 す る た め 次に 従い 制 限 付一 般 競争 入札 参 加 資格 確 認申 請書（ 以下「 申 請書 」

と い う 。） 及び 制 限付 一 般 競争 入 札参 加資 格 確 認資 料 （以 下「 資 料 」と いう 。）

を 提 出 し 、市 長か ら入 札 参 加資 格 の有 無に つ い て確 認 を受 けな け れ ばな ら ない 。

た だ し 、 こ の 入札 は 、 入 札 参加 資 格の 最終 確 認 を開 札 後に 行う 入 札 参加 資 格事

後 審 査 方 式 に より 行う た め 、 資 料 の提 出は 、 開 札後 に 、 １ ３に 定 め る落 札 候補

者 を 対 象 に 求 める もの と す る。  

な お 、 自社 が 入札 参加 資 格 を有 し てい るか 否 か を事 前 に確 認す る た めの 問 い

合 わ せ に は 、 一切 応じ な い 。  
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(1)提 出 書 類  

① 制 限 付一 般 競争 入札 参 加 資格 確 認 申 請書 （ 様 式第 １ 号）  

 ＊共同企業体として参加を申請する場合は、下記の書類も提出すること。 

② 公 園 便所 清 掃業 務委 託 入 札参 加 資格 確認 申 請 書（ 様 式‐ 共同 第 １ 号）  

③ 公 園 便所 清 掃業 務委 託 共 同企 業 体協 定書 （ 別 紙‐ 共 同 １ ）の 写 し  

④ 使 用 印鑑 届（様 式任 意 、「商 号 又は 名称 」及 び「 使 用す る印 鑑 の 印影 」 

を 含 む こと 。 印鑑 は 、 共 同 企業 体 の代 表者 の 印 鑑で も 可と する ）  

(2)提 出 方 法  

申 請 書 の提 出 は 、 提出 場 所 へ持 参 する もの と し 、 郵 送 又は 電送 に よ るも  

の は 受 け付 け ない 。  

(3)提 出 場 所  

福 岡 市 中央 区 天神 一丁 目 ８ 番１ 号  

福 岡 市 住宅 都 市 み どり 局 み どり 推 進 部 みど り 整 備課 (市 役 所４ 階 ) 

(4)提 出 期 間    

令 和 8年 2月 20日 （ 金 ） か ら 令和 8年 3月 3日 （ 火 ）ま で   

平 日 の 午前 10時 か ら午 後 4時 ま で（ 正 午か ら 午 後 1時の 間 は除 く 。 ）  

(5)申 請 書 及び 資 料 の 取 り 扱い  

①  申 請 書及 び 資料 の 作 成 並び に 提出 に係 る 費 用は 、申 請者の 負 担 とす る。 

②  提 出 され た 申請書 及 び 資料 は 申請 者に 無 断 で 審 査 及び 契約 手 続 き以

外 の 目 的で 使 用し ない が 、審 査 及び 契 約手 続 き を行 う 上で 必要 な 範 囲を

複 製 す るこ と があ る。  

③  提 出 され た 申請書 及 び 資料 は 返却 しな い 。  

④  提 出 期限 後 にお け る 申 請書 及 び資 料 の 差 し 替え 及 び再 提出 は 認 めな

い 。  

⑤  提 出 書類 に ついて は 、福 岡 市情 報 公開 条 例 第７ 条 に定 める 非 公 開情 報

（ 個 人 情報 や 法人 等の 利 益 を害 す るお それ が あ る情 報 など ）を 除 き 、情

報 公 開 の対 象 にな る。  

 

７  入 札 参 加 資格 の確 認 及 び結 果 通知 書交 付  

(1)  確 認 申 請の 結 果に つい て は 、 以 下 の と おり 通 知 する 。 なお 、 こ の 時 点で

入 札 参 加資 格 がな いと 認 め られ る 者以 外の 者 に つい て は 、 条件 付 き で入

札 参 加 資格 が ある 旨を 通 知 し 、 入 札参 加資 格 の 最終 確 認は 、 開 札 後 に 、

１ ３ に 定め る 落札 候補 者 を 対象 と して 行う 。最 終 確 認の 結 果に つ い ては 、

落 札 者 の決 定 をも って 通 知 に代 え る。 なお 、 電 話等 に よる 結果 の 問 い合

わ せ に は一 切 応じ ない 。  

①  交 付 日 時  令 和 8年 3月 5日 （ 木 ）午 後 2時以 降  
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②  交 付 場 所  福 岡市 中央 区 天 神一 丁 目８ 番１ 号  

        福岡 市 住 宅都 市 みど り局 み ど り推 進 部 み どり 整 備 課  

（ 市 役 所４ 階 ）  

(2)  次 に 掲 げる 者 は 、 この 入 札 に参 加 する こと が で きな い 。  

①  所 定 の期 限 までに 申 請 書（ 共 同 企業体 や 協 同組 合 等 の 場合 に あ って は

共 同 企 業体 協 定書 を含 む 。 ）を 提 出し ない 者  

②  (1)の 通 知に お いて 、 入 札参 加 資格 がな い と 確認 さ れた 者  

(3)  (1)の 通 知 にお い て 、入 札参 加 資格 が ある と 認 めら れ た者 であ っ て も 、そ

の 後 に 入札 参 加資 格を 失 っ たと 認 めら れる 場 合 （ 共 同 企業 体 や 協 同 組合

等 の 場 合 、 構 成員 が入 札 参 加資 格 を失 った と 認 めら れ る場 合を 含 む 。）

又 は 本 市に 提 出し た書 類 に 虚偽 の 記載 をし 、 若 しく は 重要 な事 実 に つい

て 記 載 をし な かっ たこ と が 判明 し た場 合は 、 当 該確 認 結果 を取 り 消 す。  

 

８  入 札 参 加 資格 の確 認 結 果に 対 する 苦情 の 申 立て  

入 札 参 加資 格 結果 通知 書 に より 入 札参 加資 格 が 無い と され た者 は 、 市長 に 対

し 入 札 参 加 資 格が 無い と さ れた 理 由に つい て 、 以下 の とお り説 明 を 求め る こと

が で き る 。  

(1)  受 付 期 間   

令 和 8年 3月 6日 （ 金 ） か ら 令和 8年 3月 12日 （ 木 ）ま で  

平 日 の 午前 10時 か ら午 後 4時 （ 正午 か ら午 後 1時 の 間は 除 く）  

(2)  受 付 場 所   

  福 岡 市中 央 区天 神 １ 丁 目８ 番 １号  

  福 岡 市住 宅 都市 み ど り 局 み ど り推 進 部 み ど り 整 備 課（ 市役 所 ４ 階）  

(3)  苦 情 申 立方 法  

苦 情 申 立は 書 面に よる も の とし 、書 面 の様 式 は 任意 と する 。共同企業体や協

同組合等についての質問書は構成員の連名とすること。 

な お 、書 面 の提 出 は受 付 場 所に 持 参す るも の と し、郵送 又 は電 送 に よる も

の は 受 け付 け ない 。ま た 、 口頭 ・ 電話 によ る 苦 情申 立 も受 け付 け な い。  

(4)  苦 情 申 立へ の 回答  

書 面 受 け取 り の翌 日か ら 起 算し て 3営 業日 を 経 過す る 日ま でに 、 書 面（ 郵

送 ） に て回 答 する 。  

(5)  留 意 事 項  

苦 情 申 立は 、本 件 業務 に 係 る 入 札・契 約手 続 の 執行 を 妨げ るも の で はな い。 

 

９  現 場 説 明 会  

現 場 説 明会 は 、 行 わな い 。  
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１０ 入札保証金 

入札に参加する者は、入札金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額の100分の５

以上を入札保証金として入札前に納付するか、福岡市契約事務規則第６条第３項に規定する

担保を提供し、これらの事実が確認できる書類を入札書等と一緒に同封し、提出すること。

ただし、福岡市契約事務規則第７条の規定に該当する場合は、納付を免除する。 

 

１１ 入札  

(1) 日時、場所 

令和8年3月13日（金）午後4時00分 

福岡市役所 3階 第2入札室 

(2) 入札参加者は、入札時に入札書と合わせて委託費内訳書を提出すること。 

(3) 提出する委託費内訳書の様式は自由であるが、項目ごとの数量、単価、金額が記載さ

れたものを提出することとし、最後に一括して合計額から値引きする等の調整は行わな

いこと。 

(4) 提出された委託費内訳書は返却しない。 

(5) 委託費内訳書の提出は、契約上の権利義務を生じるものではない。 

(6) 入札金額について  

契約にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を

加算した金額（1円未満の端数は切り捨て）をもって契約金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約希望金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(7) ７により、条件付きで入札参加資格がある旨を通知された後に、やむを得ない事由が

生じ、入札に参加できない場合は、開札日時までに当該事由の詳細を記した入札辞退届

（様式第３号）を住宅都市みどり局みどり推進部みどり整備課に持参により提出するこ

と。なお、当該入札辞退届を提出した後の取消又は撤回は認めない。 

(8) (7)の規定による入札辞退届を開札日時までに提出しなかった者で、事後審査により

入札参加資格を欠いていることが判明したときは、措置要領に基づく競争入札参加停止

等の措置を行う。 

(9) 入札回数は、１回とする。 

(10) 入札において、全員が無効の入札を行ったときは、当該入札は中止する。 

 

1２  入 札 の無 効  

(1)  次 に 掲 げる 事 項に 該当 す る 入札 は 無効 とし 、 落 札決 定 後に おい て 、 当該

落 札 者 が無 効 の入 札を 行 っ てい た こと が判 明 し た場 合 には 、落 札 決 定を 取 り

消 す 。  
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①  資 料 を 提出 期 限ま でに 提 出 しな か った 者又 は 提 出し た 資料 では 入 札 参加     

資 格 を 有し て いる こと が 確 認さ れ なか った 者 の した 入 札  

②  本 市 に 提出 し た書 類に 虚 偽 の記 載 をし た者 の し た入 札  

③  入 札 説 明書 等 にお いて 示 し た入 札 に関 する 条 件 に違 反 した 入札  

④  入 札 参 加資 格 のあ るこ と の 確認 を され た者 で あ って も 、 そ の後 に 措 置要

領 別 表 第１ 、 第２ 及び 第 ３ の各 号 に規 定す る 措 置要 件 のい ずれ か に 該当

す る な ど 、 落 札者 決定 の 日 まで の 間に 入札 参 加 資格 を 喪失 した 者 の した

入 札  

⑤  本 市 に 入札 辞 退届 を提 出 し 受理 さ れた 者の し た 入札  

⑥  委 託 費 内訳 書 を提 出し な い 者の し た入 札  

⑦  こ の 入 札説 明 書に おい て 示 した 方 法以 外の 方 法 によ る 入札  

⑧  所定の日時に入札書の提出をし な い 者の 入札  

⑨  予 定 価 格を 上 回っ た価 格 を もっ て 申込 みし た 者 の入 札  

⑩  最 低 制 限価 格 を下 回っ た 価 格を も って 申込 み し た者 の 入札  

⑪  そ の 他 福岡 市 契約 事務 規 則 第 12条 各号 の規 定 に 該当 す る入 札そ の 他 関係  

法 令 に 違反 し た者 のし た 入 札  

 

1３  落 札 者の 決 定等  

(1)  開札後、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込

みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札候補者とし、落札決定を

保留する。なお、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入

札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２者以上あるときは、くじに

より落札候補者を決定する。 

(2)  落 札 候 補者 は 、 １ ４に 示 す 資料 を 下記 期限 ま で に 提 出 場所 に 持 参 し 、ま

た 、 確 認の た めに 必 要 な 指 示に 従 わ な けれ ば な らな い 。 落 札候 補 者 が期 限

ま で に 資料 を 提出 しな い 場 合 、 ま たは 必要 な 指 示に 従 わな い場 合 は 、 入 札

参 加 資 格を 満 たし てい な い もの と する 。  

①  提 出 期 限  

令 和 8年 3月 16日 （ 月 ） 午 後 3時 まで  

②  提 出 場 所  

福 岡 市 中央 区 天神 １丁 目 ８ 番１ 号  

福 岡 市 住宅 都 市 み どり 局 み どり 推 進 部 みど り 整 備課 （ 市役 所４ 階 ）  

(3)  落 札 候 補者 か ら提 出さ れ た 資料 に より 、入 札 参 加資 格 があ るこ と が 確認

で き た 場合 は 、 当 該落 札 候 補 者 を 落札 者と し て 決定 す る。  

(4)  落 札 候 補者 が 入札 参加 資 格 を有 し てい ない と 認 めら れ た場 合は 、 落 札候

補 者 の 決定 を 取り 消す 。 こ の場 合 にお いて は 、 当該 入 札の 次順 位 者 を次 の



8 
 

落 札 候 補者 に 決定 して 当 該 者に 資 料の 提出 を 求 める も のと し 、 入 札 参加 資

格 を 満 たし て いる 者が 確 認 でき る まで これ を 行 う。 な お 、 次順 位 者 が２ 者

以 上 あ ると き は 、 くじ に よ り次 の 落札 候補 者 を 決定 す る。  

(5)  落 札 者 は 、 指 定の 期日 ま で に契 約 書を 提出 で き るよ う 、 速 やか に 準 備を

始 め る こと 。  

 

1４  落 札 候 補者 が 提出 す る 資料  

(1)業 務 実 績報 告 書（ 様 式 第 ２ 号 ）、 契約 履 行 証明 書 等  

(2)履 歴 事 項全 部 証明 書 （ 令和 8年 2月 1日 以 降 に発 行 され たも の 。 ）  

(3)市 税 の 滞納 の 無い こ と を証 明 する 書類 （ 令 和 8年 2月 1日以 降 に 発行 さ れた

も の 。 ）  

(4)直 近 ２ ヶ年 度 分の 貸 借 対照 表 及び 損益 計 算 書  

(5)速 や か に管 清 掃を 行 う ため 、本 業務の 履 行 期間 中 、高圧洗 浄 車 等の 機 械 を

少 な く とも １ 台 確 保し 、 そ の証 明 とな る 以 下 ① から ③ のい ずれ か の 資料 お

よ び 、 機械 の 使用 にあ た っ て必 要 とな る 、 「 産 業洗 浄 （高 圧洗 浄 作 業） 安

全 衛 生 管理 指 針（ (公 社 )日 本 洗浄 技 能 開 発 協 会） 」 に定 めら れ て いる 「 高

圧 洗 浄 作業 者 教育 」の 修 了 者 、 あ るい は「 産 業 洗浄 （ 高圧 洗浄 作 業 ）技 能

士 」 の 資格 を 有す る者 の 名 簿と 資 格を 確認 で き る資 料  

①  当 該 機 械を 自 社所 有し て い るこ と がわ かる 資 料   

②  当 該 機 械の 借 り上 げ契 約 書  

③  当 該 機 械を 持 つ協 力会 社 と の契 約 書  

 

1５  契 約 保証 金  

落 札 者 は 、落 札の 通知 を 受 けた 日 から ７日 以 内 に契 約 金額 の 100分 の 10以 上 を

契 約 保 証 金 と して 納付 す る か 、 福 岡市 契約 事 務 規則 第 24条 第３ 項 に 規定 す る担

保 を 提 供 す る こ と 。た だ し 、 落 札 者が 同規 則 第 25条 第 １号 若し く は 第２ 号 に規

定 す る 保 証 を 付し たと き 又 は落 札 者が 共同 企 業 体の と きは 、納 付 等 を免 除 する 。 

 

１ ６  その 他  

(1)  申 請 書 、 又 は 資料 に虚 偽 の 記載 を した 場合 に お いて は 、 競 争入 札 参 加停

止 の 措 置を 行 うこ とが あ る 。  

(2)  本 業 務 の受 託 にあ たっ て は 、 福 岡 市契 約事 務 規 則そ の 他関 係法 令 の 定め

る と こ ろに 従 わな けれ ば な らな い 。  

(3)  契 約 の 締結 に つい ては 、 令 和８ 年 度予 算の 成 立 を条 件 とす る。  
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１ ７  問 合 せ 先  

    福 岡 市中 央区 天 神 一丁 目 8番 1号  

    福 岡 市住 宅都 市 み どり 局 みど り推 進 部 みど り 整備 課  

    電 話  092-711-4410 

 

１８ スケジュール 

公告                令和 8 年 2 月 19 日（木） 

設計図書配布期間          令和 8 年 2 月 19 日（木）～3 月 3 日（火） 

入札参加資格確認申請書提出期間   令和 8 年 2 月 20 日（金）～3 月 3 日（火） 

質問受付期間            令和 8 年 2 月 20 日（金) ～2 月 27 日（金) 

回答開始期限            令和 8 年 3 月 3 日（火) 

入札参加資格確認結果通知       令和 8 年 3 月 5 日（木） 

入札                      令和 8 年 3 月 13 日（金） 

契約                令和 8 年 4 月 1 日（水） 

 


